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歯
科
医
院
の
節
税　

10
の
定
石

税
理
士　

西
村　

博
史

は
じ
め
に

白
色
申
告
者
で
も
適
用
可
能
な
も
の

経税部経税部
だよりだより

　

年
末
を
控
え
、
決
算
対
策
の
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
な
時
期

に
な
り
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
、
節
税
の
ポ
イ
ン
ト
に
漏

れ
が
な
い
か
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
青
色
申
告
者
に
の

み
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
青
色
申
告
特
別
控
除
と
専
従
者

給
与
、
少
額
減
価
償
却
資
産
の
必
要
経
費
算
入
、
各
種
税

額
控
除
制
度
で
す
。
白
色
申
告
の
場
合
に
も
、
短
期
前
払

費
用
、
小
規
模
企
業
共
済
、
医
療
費
控
除
、
社
会
保
険
料

控
除
、
措
置
法
26
条
の
活
用
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

青
色
申
告
特
別
控
除
は
、

貸
借
対
照
表
を
確
定
申
告
書

に
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
、
医
業
な
ど
の
事
業

所
得
等
か
ら
65
万
円
の
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制

度
で
す
。
貸
借
対
照
表
は
、

正
規
の
簿
記
（
一
般
的
に
は

複
式
簿
記
）
の
方
法
に
よ
り

作
成
し
ま
す
。

　

個
人
の
所
得
に
対
し
て

は
、
５
・
１
０
５
％
（
課
税

所
得
１
９
５
万
円
以
下
）
か

ら
40
・
84
％
（
課
税
所
得
１

　

所
得
税
法
で
は
、
生
計
を

一
に
す
る
親
族
従
業
員
に
支

給
し
た
給
与
は
、
原
則
と
し

て
必
要
経
費
に
算
入
で
き
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
来
は
、
実
際
に
労
働
し
て

い
る
場
合
に
は
青
色
申
告
者

で
な
く
と
も
必
要
経
費
算
入

を
認
め
る
べ
き
で
す
。

　

現
状
で
は
、
事
業
主
が
青

色
申
告
者
で
あ
る
場
合
の

み
、
青
色
事
業
専
従
者
給
与

の
届
出
書
を
提
出
し
、
青
色

事
業
専
従
者
給
与
と
し
て
支

給
し
た
給
与
が
必
要
経
費
に

算
入
さ
れ
ま
す
。

　

親
族
で
あ
っ
て
も
、
別
生

計
、
つ
ま
り
非
同
居
で
別
に

生
活
し
て
い
る
よ
う
な
場

合
、
青
色
事
業
専
従
者
給
与

に
該
当
せ
ず
一
般
の
従
業
員

給
与
と
な
り
、
届
出
も
不
要

で
す
。

　

青
色
事
業
専
従
者
給
与
の

金
額
に
つ
い
て
は
、
届
け
出

た
金
額
以
内
で
あ
り
、
労
務

の
対
価
と
し
て
相
当
で
あ
る

こ
と
と
い
う
制
限
が
あ
り
ま

す
。
診
療
所
に
お
け
る
収
入

や
専
従
者
給
与
を
支
給
す
る

前
の
所
得
、
他
の
従
業
員
と

の
比
較
、
専
従
者
の
労
務
提

供
の
程
度
や
資
格
な
ど
に
よ

り
、
納
税
者
が
決
定
し
ま

す
。
筆
者
の
経
験
で
は
、
賞

与
も
含
め
年
額
３
０
０
万
円

程
度
か
ら
５
０
０
万
円
程
度

の
金
額
が
最
も
多
い
よ
う
思

い
ま
す
が
、
も
し
こ
れ
を
上

に
対
し
て
年
間
１
・
４
％
の

税
率
で
資
産
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
車
に
は
課
税
さ
れ
ず
、

ま
た
評
価
額
が
合
計
１
５
０

万
円
未
満
と
な
る
場
合
に
は

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

10
万
円
以
上
か
つ
20
万
円

未
満
の
資
産
で
、
３
年
間
均

等
に
減
価
償
却
す
る
一
括
償

却
資
産
の
対
象
と
し
た
資
産

に
対
し
て
は
、
市
町
村
民
税

で
あ
る
償
却
資
産
税
は
課
税

さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

　

雇
用
者
給
与
（
専
従
者
な

ど
親
族
給
与
を
除
く
）
が
増

加
し
た
場
合
、
増
加
し
た
給

与
の
10
％
を
税
額
か
ら
控
除

す
る
所
得
拡
大
促
進
税
制
の

適
用
が
可
能
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
①
平
成
26

年
分
給
与
総
額
が
基
準
年
度

で
あ
る
平
成
25
年
給
与
総
額

よ
り
２
％
以
上
増
加
し
て
い

　

医
業
の
場
合
、
中
小
企
業

者
等
が
機
械
等
を
取
得
し
た

場
合
の
税
額
控
除
の
適
用
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
対
象

と
な
る
の
は
、
１
年
間
に
購

入
し
た
個
々
の
資
産
の
合
計

金
額
が
１
２
０
万
円
以
上
と

な
る
電
子
計
算
機
、
同
じ
く

70
万
円
以
上
の
ソ
フ
ト
ウ
エ

ア
な
ど
で
す
。

る
②
一
人
当
た
り
の
平
均
給

与
支
給
額
が
前
年
対
比
で
増

加
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

　

特
に
、
診
療
所
増
設
や
新

規
に
診
療
所
を
開
設
し
た
場

合
に
は
適
用
で
き
る
可
能
性

が
高
い
の
で
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

一
定
の
取
得
価
額
の
７
％

の
税
額
控
除
か
、
30
％
の
特

別
償
却
か
い
ず
れ
か
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

な
お
、
医
業
に
つ
い
て

は
、
経
営
改
善
設
備
を
取
得

し
た
場
合
の
税
額
控
除
の
適

用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

青
色
申
告
の
場
合
、
１
個

１
組
の
金
額
が
税
込
30
万
円

未
満
（
税
抜
き
経
理
の
場
合

に
は
税
抜
き
金
額
）
の
減
価

償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
年

額
３
０
０
万
円
以
下
を
上
限

と
し
て
必
要
経
費
に
算
入
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
年
末
ま

で
に
実
際
に
事
業
の
用
に
使

用
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

個
人
の
場
合
、
確
定
申
告

書
に
、「
措
置
法
28
条
の
２

適
用　

合
計
○
○
円　

明
細

別
途
保
管
」
と
記
載
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

回
る
金
額
を
支
給
す
る
場
合

に
は
、
税
務
調
査
に
備
え
、

そ
の
理
由
と
な
る
業
務
内
容

を
説
明
で
き
る
資
料
を
作
成

し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
し

ま
す
。

　

届
け
出
た
専
従
者
給
与
の

金
額
が
労
務
の
状
態
に
そ
ぐ

わ
な
い
場
合
に
は
、
遅
滞
な

く
変
更
届
出
書
を
所
轄
税
務

署
長
あ
て
提
出
し
、増
額（
減

額
）す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

白
色
申
告
者
の
場
合
、
配

偶
者
は
86
万
円
、
親
族
は
50

万
円
の
金
額
を
上
限
に
事
業

専
従
者
控
除
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
こ
の
場
合
に
は
、
実
際

に
支
給
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
事
業
主
の
所
得
を

限
度
と
し
て
一
定
の
金
額
制

限
が
あ
り
ま
す
。

ま
す
。

　

最
近
自
治
体
の
税
収
不
足

を
背
景
と
し
て
、
税
務
署
に

提
出
し
た
減
価
償
却
計
算
明

細
書
を
根
拠
に
償
却
資
産
税

を
課
税
す
る
市
区
町
村
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。
20
万
円

未
満
の
減
価
償
却
資
産
が
多

額
と
な
る
場
合
に
は
、
一
括

償
却
を
選
択
す
る
方
法
に
よ

り
、
償
却
資
産
税
の
節
税
が

で
き
る
こ
と
に
も
留
意
し
ま

し
ょ
う
。

　

継
続
し
て
役
務
の
提
供
を

受
け
る
契
約
に
基
づ
い
て
支

払
わ
れ
る
家
賃
や
地
代
な
ど

に
つ
い
て
は
、
月
払
が
通
常

で
す
か
ら
毎
月
分
が
必
要
経

費
と
な
り
ま
す
。

　

但
し
、
支
払
っ
た
時
か
ら

１
年
以
内
分
の
家
賃
等
を
前

払
し
た
場
合
に
は
、
短
期
前

払
費
用
の
特
例
に
よ
り
、
そ

の
前
払
家
賃
全
額
が
必
要
経

費
と
な
り
ま
す
。

　

小
規
模
企
業
共
済
制
度

は
、
事
業
主
の
退
職
金
制
度

と
し
て
現
在
は
行
政
法
人
中

小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
運

営
し
て
い
る
制
度
で
す
。

　

掛
金
（
月
額
最
高
７
万

円
）
は
、
全
額
所
得
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
65
歳
以

上
に
な
っ
た
場
合
や
廃
業
し

た
場
合
に
共
済
金
受
給
が
可

能
と
な
り
ま
す
が
、
原
則
と

し
て
掛
金
以
上
の
金
額
の
受

け
取
り
が
可
能
で
す
。
共
済

金
は
、
現
行
の
税
制
上
退
職

所
得
に
該
当
し
、
勤
続
年
数

　

医
療
費
控
除
に
は
、
所
得

金
額
の
５
％
と
10
万
円
と
い

う
足
切
制
度
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
家
族
分
を
ま
と
め

る
と
足
切
金
額
を
超
え
る
場

合
に
は
、
一
人
に
取
り
ま
と

め
て
申
告
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
最
も
所
得
の
多
い

家
族
に
ま
と
め
て
申
告
す
る

と
別
々
に
申
告
す
る
よ
り
も

還
付
税
額
が
多
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
医

療
費
控
除
の
上
限
は
２
０
０

万
円
で
す
か
ら
、
上
限
を
超

え
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要

で
す
。
医
療
保
険
な
ど
を
受

け
取
っ
た
場
合
に
は
医
療
費

　

注
意
す
る
べ
き
こ
と
は
、

年
末
ま
で
に
実
際
に
支
払
す

る
こ
と
、
契
約
書
を
改
定
し

て
「
そ
の
年
12
月
分
か
ら
翌

年
の
11
月
分
を
毎
年
年
末
に

支
払
う
」
と
記
載
す
る
こ
と

で
す
。

　

な
お
、
税
理
士
の
顧
問
料

な
ど
役
務
提
供
が
そ
の
時
々

に
発
生
す
る
契
約
な
ど
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

か
ら
控
除
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
傷
病
に
対
す

る
医
療
費
か
ら
控
除
す
れ
ば

　

国
民
健
康
保
険
料
や
国
民

年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
に

つ
い
て
は
、
生
計
を
一
に
す

る
親
族
分
を
ま
と
め
て
負
担

し
た
場
合
に
は
、
親
族
分
を

含
め
て
所
得
控
除
の
対
象
と

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

所
得
の
最
も
多
い
家
族
に

ま
と
め
て
申
告
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
節
税
効
果
が
最
も

大
き
く
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
に
も
前
納
制
度

が
あ
り
ま
す
が
、
毎
年
２
月

　

社
会
保
険
診
療
報
酬
の
金

額
が
年
間
５
０
０
０
万
円
以

下
で
あ
る
場
合
に
は
、
概
算

経
費
割
合
に
よ
る
所
得
計
算

が
可
能
で
す
。
な
お
改
正
に

よ
り
、
平
成
26
年
分
以
後

は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
と

自
費
そ
の
他
の
診
療
に
よ
る

総
収
入
金
額
（
雑
収
入
を
除

く
）
が
７
０
０
０
万
円
を
超

え
る
場
合
に
は
、
措
置
法
26

条
の
適
用
は
な
い
こ
と
と
さ

良
く
、
他
の
傷
病
の
医
療
費

か
ら
控
除
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

末
ま
で
に
口
座
振
替
納
付
申

出
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
、
年
末
の
決
算
対
策
に
は

利
用
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、

国
民
年
金
保
険
料
は
平
成
26

年
４
月
か
ら
は
、
２
年
分
の

前
納
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま

す
。
２
年
分
前
納
し
た
場
合

で
も
全
額
が
一
括
し
て
所
得

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、
来
年
の
節
税
を
検
討
さ

れ
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
。

れ
て
い
ま
す
。

　

外
注
技
工
費
な
ど
は
、
社

会
保
険
診
療
と
自
費
診
療
、

共
通
す
る
も
の
に
区
分
す
る

こ
と
に
よ
り
、
概
算
経
費
が

有
利
に
計
算
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
青
色
申
告
特
別
控

除
は
、
措
置
法
26
条
の
規
定

に
よ
り
計
算
し
た
所
得
か
ら

は
控
除
で
き
な
い
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。 

（
終
わ
り
）

１
年
に
つ
き
40
万
円
（
勤
続

年
数
21
年
以
降
は
年
間
70
万

円
）
の
退
職
所
得
控
除
が
適

用
さ
れ
た
後
の
金
額
の
２
分

の
１
に
所
得
税
が
課
税
さ
れ

る
有
利
な
扱
い
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

月
払
い
と
半
年
払
い
、
年

払
い
が
可
能
で
す
。
11
月
20

日
ま
で
に
納
付
月
変
更
届
を

提
出
し
た
場
合
、
12
月
分
か

ら
１
年
先
払
い
が
可
能
と
な

り
、
先
払
い
し
た
掛
金
も
全

額
所
得
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

青
色
申
告
者
で
な
い
場
合

に
は
、
必
要
経
費
に
算
入
で

き
る
金
額
は
、
10
万
円
未
満

の
減
価
償
却
資
産
に
限
ら
れ

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
節
税
効
果

の
高
い
制
度
で
す
が
、
10
万

円
以
上
の
減
価
償
却
資
産

は
、
市
町
村
民
税
で
あ
る
償

却
資
産
税
の
対
象
と
な
る
こ

と
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。

償
却
資
産
税
は
、
診
療
所
の

償
却
資
産
（
医
療
用
機
器
、

備
品
類
、
ビ
ル
診
療
所
の
内

装
、
看
板
な
ど
構
築
物
な

ど
）
の
減
価
償
却
後
の
金
額

８
０
０
万
円
超
）
ま
で
の
６

段
階
の
所
得
税
と
、
別
に
所

得
に
か
か
わ
り
な
く
一
律
10

％
の
住
民
税
が
課
税
さ
れ
ま

す
。
合
計
15
％
か
ら
50
％
の

税
率
で
す
か
ら
最
低
９
万
８

０
０
０
円
、
最
高
税
率
の
場

合
に
は
33
万
円
の
節
税
と
な

り
ま
す
。

　

な
お
、
正
規
の
簿
記
に
よ

り
記
帳
し
て
い
な
い
場
合
に

は
控
除
額
は
10
万
円
と
な
り

ま
す
。

１
．
青
色
申
告
特
別
控
除

１
．
青
色
申
告
特
別
控
除

３
．
少
額
減
価
償
却
資
産

３
．
少
額
減
価
償
却
資
産

４
．
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
が

４
．
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
が

　

増
加
し
た
場
合
の
税
額
控
除

　

増
加
し
た
場
合
の
税
額
控
除

1010
．
措
置
法

．
措
置
法
2626
条
概
算
経
費

条
概
算
経
費

　

に
よ
る
所
得
計
算

　

に
よ
る
所
得
計
算

５
．
５
．
中
小
企
業
等
投
資
促
進
税
制

中
小
企
業
等
投
資
促
進
税
制

６
．
短
期
前
払
費
用

６
．
短
期
前
払
費
用

７
．
小
規
模
企
業
共
済

７
．
小
規
模
企
業
共
済

９
．
社
会
保
険
料
控
除

９
．
社
会
保
険
料
控
除

８
．
医
療
費
控
除

８
．
医
療
費
控
除

２
．
専
従
者
給
与

２
．
専
従
者
給
与

専門家がおこたえします

室相 談各 種

税務相談税務相談
【日時】12月17日（水）午後２時～５時
【担当】疋田英司 税理士

相談料は無料、会場は保険医会館１Ｆです｡

雇用相談雇用相談
【日時】12月18日（木）午後２時～４時
【担当】堀口正二 社労士

法律相談法律相談
【日時】12月１日（月）午後２時～４時
【担当】西晃 弁護士


